
 

 

 
 

      元気に運動場で遊ぶ 木葉の子供たち 
令和３年度、山北小勤務 

時代に木葉小の昼休みの 

様子を見て、多くの子供た 

ちが外遊びをしている姿に 

感動した記憶があります。 

１１月の教育事務所の学校 

訪問でも、子供たちの元気な外遊びの姿を評価していただきました。たくさんの子供たちが、朝か

ら運動場に出ています。昼休みもしっかり遊びます。木葉小が誇れるもののひとつだと思います。 

 自他を大切にできる人に  ～ともだち集会～ 
“木葉っ子の仲 

間づくり”を目指し 

た「ともだち集会」 

（１１月２６日）を開 

きました。昨年度に続き、主体性の育成のた 

め、「自分たちに何ができるか！」をテーマに 

児童会を中心に実施しました。各委員会をは 

じめ全校児童１人１人に活動の場があるすば 

らしい集会になりました 

校長先生の話では、「自分がされて嫌なこ 

とは友達にしない」を基本として、もっとすばら 

しいのは、「友達が笑顔になれることを考えて 

行動する」人になってほしいと伝えました。 

 「第５条」 家庭の協力が必要です 
  冬休みを前に町の生徒指導連絡協議会の会議が開かれました。その中で、携帯電話・ 

スマートフォンの使い方も話題となりました。インターネットを通じて世界中とコミュニケー 

ションをとることができる便利な道具です。しかし、友達をいじめたり、傷つける書き込みを 

したり、されたり、個人情報を流してプ 

ライバシーを傷つけたりしてしまうなど 

の問題や、長時間利用による健康被 

害など心身が危険な目にあう可能性 

もある道具です。 

  学校の指導だけでは限界があり 

ます。家庭で話題にしてください。 
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      令和６年１２月１０日（火）発行      

 文責 校長 吉野 新吾 
木葉小便り 

やっと色づきました 

人権標語の紹介 

縦割り班でのクロスロード 
 

保健委員会の発表 

給食委員会制作のポスター 

１１月１１日の昼休みより 

くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条 

第１条「約束しよう！夜１０時から朝６時は使わない」 

第２条「設定しよう！フィルタリングは当たり前」 

第３条「尊重しよう！画面の向こうの相手のこと」 

第４条「判断しよう！知らせていいこと悪いこと」 

第５条「  家族で話し合って作ってください  」 


